
電子申請システムの利用方法
及び請求書の発行方法について

2023年9月20日

エコマーク事務局



はじめに
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新型コロナウイルス感染拡大への対応を契機に、申込書類の電子メール等の活用による提出や、一部書類
の電子通知や押印廃止などを段階的に進めてきたところです。
この度、ブラウザ上のフォームから申し込むことができる電子申請システムの運用を開始しました。
対応する申し込みの種類としては、まずは「新規申請」（エコマーク商品認定・使用申込書（様式2））としていま
す。それ以外の「追加変更」等の申し込みは、順次機能追加にて対応していく予定です。

128日用品
155複合機
140容器包装

コロナ前：紙の書類を郵送して受付

2021年1月～PDFメール添付で受付

「新規申請」の電子申請システム化

審査結果通知や請求書等の事務局
が発行するほとんどの帳票を電子化

Phase1

2023年2月～発行する帳票類の電子化

「追加変更」等の機能追加

Phase2

次年度の運用
開始を目指す

2023年9月～電子申請システムで受付
インボイス対応の
請求書発行も可



電子申請システムでできること
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1.新規申請（エコマーク商品認定・使用申込書（様式2））
2.審査料の請求書発行（インボイス対応）
3.商品/支払担当者の追加変更
4.エコマーク商品認定証の再発行／追加発行の手続き

電子申請システムが使えない方は、今まで通り
メール添付でお申し込みください。
ただし、請求書発行は本システムに限ります。



初めて電子申請システムを使うには
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電子申請システムを利用するには、あらかじめ申込者の会社情報および支払/商品担当者情報を登録し、

アカウントを発行する必要があります。既にエコマーク認定商品のお持ちの事業者も、初めて電子申請シス
テムを利用する場合には登録申請が必要となりますのでご留意ください。

担当者 ウェブサイト 事務局職員

①会社情報及び担当者情報

を登録する

②エコマーク事務局による

内容確認とアカウント発行

支払／商品担当者宛てに仮

パスワードが届く

様式3相当の情報を
登録いただきます。



電子申請システムへのサインイン
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担当者 ウェブサイト 事務局職員

申請一覧画面

③エコマーク電子申請シス

テムへサインイン

⑤申請一覧画面から⑥新規

申請ボタンを押す（既申請

のコピーも可）

申請の進行状況がステータス

で確認できる。

本システムで一度申請した内容

はコピーして利用可であり、作業

の効率化に寄与。

クラウド上で過去の申請内容

を一元管理できる。



担当者 ウェブサイト 事務局職員

入力画面

⑦新規申請を入力する

＞入力する項目は、これま

での申込書(様式2)と同様

＞付属証明書や各種の添付

証明書はPDF等のファイルを

アップロードする

＞下書き保存可[下書き]

⑧「提出」ボタンで事務局

へ送信[未処理]

⑨[確認処理中]エコマーク事

務局で受け付け

下書き保存が可。計画的に

申し込みを準備できる。

新規申請入力画面
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新規申請で入力する項目は、これまでのエコマーク商品認定・使用申込書（様式2）と同じ内容です。



ステータス
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担当者 ウェブサイト 事務局職員

OK

NG

⑨申請状況は一覧からステータスで確認できる

＜凡例＞

下書き 提出する前の下書き状態

未処理 提出した直後のステータス。事務局ではまだ内容を確認していない状態

確認処理中 事務局で受理し、内容を確認中の状態

書類未完備 申請内容に不備不足があり、申請者側が対応を求められている状態

（エコマーク事務局からメールで不足案内が届きます）

受付完了 審査前の書類等の確認が終了した状態（同時に受付完了通知が届きます）

取消 エコマーク事務局側で取消処理した案件

⑩エコマーク事務局から不

備不足の案内メールを送信

[書類未完備]

⑩不備不足への対応

[書類未完備]事務局から不備

不足の案内メールが届いた

ら対応する

内容確認



担当者側の不足対応（書類の再提出）
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担当者 ウェブサイト 事務局職員

「受付完了通知」と「結果通知一式」の帳票PDFはこれまでと同じです。

当該案件の画面を開き、修

正、添付ファイルの更新等

行い、再提出

⑪エコマーク事務局にて受

付完了処理[受付完了]

⑫[受付完了]事務局から受付

完了通知の帳票PDFがメール

添付で届く

ステータスが「書類未完備」

になっている。



審査結果通知後
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担当者 ウェブサイト 事務局職員

認定済一覧画面

⑭「認定」かつ「契約中」

の案件は、認定済一覧に表

示され、最新情報が確認で

きる

⑬結果通知一式の帳票PDFが

メール添付で届く

認定済一覧には、認定後の型式の追

加削除や最新の有効期限が反映され

た情報が一覧表示される（並び替えや

CSV出力も可能）

⑬審査の結果、「認定」と

なった案件は、事務局から

結果通知一式の帳票PDFを

メール添付で送る



審査料の請求書発行
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ボタンをクリックすると、入力フォームの画面が開き、必要事項を入力し、送信することで、
自動でインボイス対応の請求書が発行される仕組みです。担当者のメールアドレス宛に
PDF が添付されたメールが自動で届きます。



振込先
 口座名義   公益財団法人日本環境協会

ザイ）ニホンカンキョウキョウカイ

 振込先 三井住友銀行 日比谷支店 普通 ８０９４０１３

 振込人名義 申込者（事業者）名 (1ページ目の申込者と同じ名義でお振り込み下さい。)

 振込金額 「エコマーク商品認定・使用申込書」1通あたり、22,000円(消費税込)

（商品認定審査料(10%対象)  20,000円、消費税 2,000円）

 適格請求書発行事業者（インボイス）登録番号 T5010005013660

＊振込手数料は申込者のご負担となります。

＊請求書の発行をご希望される場合には、「電子申請システム」にログインし、必要情報を入力
することで発行可能です。（初めてログインする場合には、担当者情報の登録が必要です。）

https://www.ecomark.jp/licensee/ecomark-sinsei-system.html

＊領収書につきましては、振込金受取書（銀行が発行する振込明細書など）をもって替えさせて
いただきます。
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インボイスが必要な場合は、
システムにログインし、事
前に請求書を発行しておい
てください。



商品/支払担当者の追加変更

12

ボタンをクリックすると、入力フォームの画面が開き、必要事項を入力し、送信することで、
申請システムに登録されている支払/商品担当者情報を変更または新たに追加登録するこ
とができます。

変更の場合は、入力いただいた内
容で更新が完了すると、エコマーク
事務局から完了通知をお送りします。

追加の場合は、登録が完了す
ると担当者のメールアドレス宛
に仮パスワードが発行されます。



エコマーク商品認定証の再発行／追加発行の手続き
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現行の手続きフローでは、「エコマーク商品認定証」発行申込書（様式H）の提出とともに、

発行料を振り込んでもらっており、入金が確認され次第、認定証の発行を行っていました。
今後は様式Hの代わりにウェブ上でも申し込みができるようになり、インボイス対応の請求
書も自動発行される仕組みとしました。

※初回認定時および有効期限延長時に電子発行している認定証は無償
※再発行／追加発行は有償



Ｑ＆Ａ

Q１．新規申請する場合は、必ず電子申請システムを利用しな
いといけないのですか？

いいえ、今まで通りメールへのPDF添付による申し込
みも引き続き受け付けます。本システムによると、申
請案件の一元管理やステータス状況の確認など様々な
メリットがあるのでご利用を推奨します。

Q２．請求書の発行には、電子申請システムへの登録が必須で
すか？

はい、審査料の請求書と認定証再/追加発行料の請求書
の発行には、本システムへの登録が必須です。

ログイン後、請求書発行ボタンより発行いただけます。 14



Ｑ＆Ａ

Q３．ログインしようとするとエラー画面になります。

本システムを終了する時は、画面右上の人マークか
ら必ず「ログアウト」してください。

ログアウト処理を実行しなかったり、ログアウト処
理中に画面を×で閉じてしまうと、次回本システム 

URL に接続する際に、認証エラーが発生する可能性
があります。

認証エラーが発生した場合は、ブラウザの再読み込
み（F5）や再起動を実行してください。
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Ｑ＆Ａ

Q４．システム利用時間に制限などはありますか？

365日24時間稼働が基本ですが、不定期にメンテナン
スが入る場合があり、その時間帯はシステム利用を
一時停止させていただきます。

また、ログインしてから12時間を経過すると、自動
的にログアウト処理が働きます。
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Ｑ＆Ａ

Q５．今回は「新規申請」のみ本システムから申し込みが可
能と分かりましたが、「追加変更」についてはどうな
りますか？

新規申請の運用が軌道に乗り問題なければ、次いで
追加変更の申込もオンライン上で申請可能とする方
針です。

Q６．担当者登録に共有メールアドレス（グループアドレ
ス）を設定することはできますか？

同じアドレスを複数名に設定することはできません。
ただし、1人の担当者に共有メールアドレスを設定す
ることは可能です（1対1の関係であればOK）。
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Ｑ＆Ａ

Q７．新規申請画面における商品主担当者、副担当者とは何
ですか？

商品主担当者は、申込内容に関する今後のお問合せ
先および連絡窓口となる方です。認定商品（認定番
号）ごとに1名のみ紐づけられます。

副担当者は、実際に申し込みを行う実務担当者など
を想定しており、本システムを利用してやりとりす
る書類不備や受付完了した旨の通知メールが共有さ
れます。複数名の設定が可能です。

18



Ｑ＆Ａ

Q８．上長を通知メールのCCに入れたい場合はどうすればよ
いですか？

設定した主担当、副担当者以外にCCに追加したい場
合は、通知メール共有の入力欄にメールアドレスを
入力してください。

19



Ｑ＆Ａ

Q９．審査料の請求書は電子申請システムから発行できると
わかりました。エコマーク使用料の請求書もインボイ
ス対応になるでしょうか。

エコマーク使用料の請求書はインボイス対応済みで
す。

各社の基準日ごとに年に1回、エコマーク事務局側で
発行し、メール送付します。（今まで通り、運用に
変更はなし）
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Ｑ＆Ａ

Q10．日本環境協会のインボイス登録番号（適格請求書発行
事業者登録番号）を教えてください。

T5010005013660

Q11．間違えた内容（金額）で請求書を発行してしまった場
合はどうすればよいですか？

事務局にご連絡のうえ、間違った請求書は破棄して
ください。

正しい金額に修正した請求書を再発行してください。
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Ｑ＆Ａ

Q12．インボイスとして、領収書の発行はしてもらえます
か？

領収書については、原則、振込金受取書（銀行が発
行する振込明細書など）をもってかえさせていただ
きます。

インボイスが必要な場合は、事前に請求書を発行し
てご対応ください。
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Ｑ＆Ａ

Q13．エコマーク商品認定証は有償なのですか？

初回認定時および有効期限延長時に、PDF 形式（日
本語版）を無償で電子発行しています。

再発行、もしくは複数枚の追加発行をご希望の場合
は、本システムを使って再発行／追加発行すること
ができます（有償対応）。
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Ｑ＆Ａ

Q14．システムにアップロードするファイルに容量制限はあ
りますか？

添付ファイルのアップロード可能な最大サイズは、1

ファイル辺り100MBとなっております。

かつ、一度にアップロードできるファイルサイズは
合計280MBまでとなり、それを超えるとエラーとなり
ます。

なお、従来のメール添付の制限は25MBまでとなるの
で、上記制限を超えるような場合は、大容量ファイ
ル転送サービス等をご利用ください。
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Ｑ＆Ａ

Q15．ZIPやパスワード付きファイルはアップロードできます
か？

システム的な制限はありませんが、セキュリティ製
品の検知・検疫をすり抜けてしまう可能性が高まる
ため、推奨しません。
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Ｑ＆Ａ

Q16．電子申請システムは複数の担当者で利用ができます
か？

電子申請システムにサインインするためのアカウン
トは複数発行することができます。

この場合、同じ会社（会社番号）の申請一覧画面に
入ることができ、複数名で編集可能です。

支払担当者は1つの会社に1名のみ登録されます。

商品主担当者は1つの認定商品（認定番号）につき1
名のみ、電子申請システムを使ってやり取りする
メール通知を共有できる副担当者は複数名紐づける
ことができます。
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本件に関するお問い合わせ

説明会後のご質問等については下記までお問い合わせください。

 公益財団法人日本環境協会

 エコマーク事務局 基準・認証課 

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階

 TEL：03-5829-6284

 E-mail : sinsei@ecomark.jp
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